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測
量
を
行
い
ま
す

　
市
で
は
、
都
市
再
生
地
籍
調
査

事
業
に
伴
い
測
量
を
行
い
ま
す
。

　
そ
の
際
、
や
む
を
得
ず
私
有
地

に
立
ち
入
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

測
量
者
は
、
町
田
市
発
行
の
土
地

立
入
証
を
携
帯
し
て
い
ま
す
の

で
、
不
審
に
思
わ
れ
た
際
は
証
票

の
提
示
を
お
求
め
下
さ
い
。
ご
理

解
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

期
間
３
月
下
旬
ま
で

区
域
鶴
川
３
丁
目
及
び
大
蔵
町
の

各
一
部

※
詳
細
は
町
田
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
い
た
だ
く
か
お
問
い
合
わ

せ
下
さ
い
。

問
道
路
用
地
課
辺辺
７
２
４
・
１
１

５
５
返
０
５
０
・
３
１
６
１
・
５

３
６
８

冬
季
献
血
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

　
当
日
、
献
血
に
ご
協
力
い
た
だ

い
た
方
に
は
、
花
の
鉢
植
え
を
差

し
上
げ
ま
す
。
骨
髄
バ
ン
ク
ド
ナ

ー
登
録
会
も
同
時
開
催
し
ま
す
。

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

日
１
月
　
日
（
土
）
午
前
　
時
　

１２

１１

３０

分
～
午
後
３
時
　
分
（
骨
髄
バ
ン

３０

ク
ド
ナ
ー
登
録
の
受
け
付
け
は
午

後
３
時
ま
で
）

場
ぽ
っ
ぽ
町
田
、
ま
ち
だ
献
血
ル

ー
ム

問
福
祉
総
務
課
辺辺
７
２
４
・
２
５

３
７
返
０
５
０
・
３
１
０
１
・
０

９
２
８

犬
・
猫
た
ち
に
あ
た
た
か
い
家
庭

を
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
実
施

　
飼
育
希
望
者
は
、
住
所
・
氏
名

が
確
認
で
き
る
も
の
を
お
持
ち
の

う
え
、
直
接
会
場
へ
お
い
で
下
さ

い
。
ワ
ク
チ
ン
等
の
接
種
費
用
を

負
担
し
て
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り

ま
す
。
当
日
の
引
き
渡
し
は
行
い

ま
せ
ん
。

日
１
月
　
日
、
２
月
　
日
、
い
ず

２７

２４

れ
も
日
曜
日
午
前
　
時
～
正
午

１０

場
町
田
市
保
健
所

※
駐
車
場
は
あ
り
ま
せ
ん
。

【
新
た
な
飼
い
主
を
探
し
た
い

方
】
　
犬
・
猫
の
写
真
を
お
持
ち
の
う

え
、
直
接
会
場
へ
お
い
で
下
さ

い
。

日
１
月
８
日
、　
日
、
２
月
　
日
、

２２

１２

　
日
、
い
ず
れ
も
火
曜
日
午
後
２

１９時
～
３
時

場
町
田
市
保
健
所
１
階
講
堂

【
飼
い
主
の
い
な
い
猫
の
相
談

会
】
　
毎
月
第
２
火
曜
日
午
後
２
時
～

３
時
に
実
施
し
て
い
ま
す
。

※
直
接
会
場
へ
お
い
で
下
さ
い
。

場
町
田
市
保
健
所
１
階
講
堂

◇

問
町
田
動
物
愛
護
の
会
辺辺
返
７
９

５
・
７
７
５
７
、
町
田
市
生
活
衛

生
課
辺辺
７
２
２
・
６
７
２
７
返
７

２
２
・
３
２
４
９

市
民
農
園
利
用
者
募
集

　
市
民
農
園
は
、
市
が
土
地
所
有

者
か
ら
借
り
受
け
た
農
地
を
整
備

し
、
市
民
の
皆
さ
ん
に
貸
し
出
す

も
の
で
す
。
今
年
は
次
の
と
お
り

募
集
し
ま
す
。

対
市
内
在
住
で
、
自
家
用
車
を
使

わ
ず
に
農
園
ま
で
来
る
こ
と
の
で

き
る
、
現
在
市
民
農
園
を
利
用
し

て
い
な
い
方
（
詳
細
は
募
集
案
内

を
参
照
）

日
４
月
～
２
０
１
６
年
２
月
の
２

年
　
か
月
間

１１
場
金
森
市
民
農
園（
　
㎡
　
区
画
、

３０

４１

　
㎡
２
 区
 画
、　
㎡
２
 区
 画
）、
三

４０

２０

輪
緑
山
市
民
農
園（
　
㎡
　
区
画
、

３０

３５

　
㎡
５
区
画
）

４０※
抽
選
で
利
用
者
と
補
欠
利
用
者

を
決
定
し
ま
す
。

費
各
農
園
と
も
、　
㎡
＝
年
額
１

３０

万
８
０
０
０
円
、　
㎡
＝
年
額
２

４０

万
４
０
０
０
円
、　
㎡
＝
年
額
１

２０

万
２
０
０
０
円

申
募
集
案
内
（
農
業
振
興
課
、
各

市
民
セ
ン
タ
ー
、
三
輪
セ
ン
タ
ー

で
１
月
４
日
か
ら
配
布
）
に
添
付

の
申
込
書
（
１
世
帯
１
通
）
に
必

要
事
項
を
記
入
し
、
１
月
　
日
ま

１６

で
（
消
印
有
効
）
に
郵
送
で
農
業

振
興
課
（
〒
　
―
８
５
２
０
、
森

１９４

野
２
―
２
―
　
、
辺辺
７
２
４
・
２

２２

１
６
６
）
へ
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売

　
市
税
の
滞
納
処
分
に
よ
り
差
し

押
さ
え
た
動
産
（
四
輪
バ
ギ
ー
・

ラ
ジ
コ
ン
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
・
プ
ラ

モ
デ
ル
）
を
公
売
し
ま
す
。

公
売
方
法
せ
り
売

申
込
期
間
１
月
８
日
午
後
１
時
～

　
日
午
後
　
時

２２

１１

※
下
見
会
を
１
月
　
日
（
水
）
に

１６

行
い
ま
す
。
詳
細
は
お
問
い
合
わ

せ
下
さ
い
。

入
札
期
間
１
月
　
日
（
火
）
午
後

２９

１
時
～
　
日
（
木
）
午
後
　
時

３１

１１

※
入
開
札
は
ヤ
フ
ー（
株
）
が
提

供
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売
シ

ス
テ
ム
上
で
行
い
ま
す
。

※
公
売
財
産
の
内
容
や
参
加
申
込

方
法
等
に
つ
い
て
は
、
お
問
い
合

わ
せ
い
た
だ
く
か
町
田
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
下
さ
い
。

問
納
税
課
辺辺
７
２
４
・
２
１
２
２

返
０
５
０
・
３
０
８
５
・
６
２
３

７ご
利
用
下
さ
い
～
町
田
市

中
小
企
業
融
資
制
度

対
市
内
の
商
店
会
ま
た
は
（
財
）

町
田
市
勤
労
者
福
祉
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー
に
１
年
以
上
加
入
し
て
い

る
会
員
で
、
常
時
使
用
す
る
従
業

員
数
が
　
人
（
商
業
ま
た
は
サ
ー

２０

ビ
ス
業
は
５
人
）
以
下
の
会
社
・

個
人
・
協
同
組
合
等
の
事
業
者

○
対
象
と
な
る
融
資
　
町
田
市
中

小
企
業
融
資
制
度
の
小
規
模
企
業

特
別
資
金
（
小
口
零
細
企
業
保
証

制
度
）

○
制
度
開
始
　
２
０
１
３
年
１
月

１
日
以
降
に
金
融
機
関
に
申
し
込

み
を
し
た
融
資
か
ら

○
補
助
率
　
融
資
利
率
に
対
す
る

市
か
ら
の
補
助
率
は
、
通
常
の
補

助
利
率
に
０
・
１
％
上
乗
せ
し

た
、
１
・
６
％
で
す
（
補
助
率
は
、

申
し
込
み
の
時
期
に
よ
り
変
動
す

る
場
合
も
有
り
）

※
制
度
を
利
用
す
る
に
は
、
町
田

市
小
規
模
企
業
特
別
資
金
「
対
象

者
確
認
書
」
の
添
付
が
必
要
で

す
。

※
制
度
利
用
方
法
等
の
詳
細
は
、

お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

問
産
業
観
光
課
辺辺
７
２
４
・
２
１

２
９
返
０
５
０
・
３
１
０
１
・
９

６
１
５

説
明
会
・
相
談
会
を
開
催

【
成
年
後
見
制
度
に
つ
い
て
知
り

た
い
外
】

日
①
１
月
　
日
（
水
）
②
１
月
　

２３

３１

日
（
木
）、
い
ず
れ
も
午
後
２
時

～
４
時
（
７
・
　
月
の
説
明
会
と

１０

同
一
内
容
）

場
町
田
市
民
フ
ォ
ー
ラ
ム

内
①
成
年
後
見
制
度
と
は
②
法
定

後
見
制
度
利
用
手
続
き
や
後
見
人

の
仕
事
と
は
（
②
は
①
に
参
加
し

た
方
、
制
度
を
理
解
し
て
い
る
方

が
対
象
）

定
各
　
人
（
申
し
込
み
順
）

３０

【
高
齢
者
・
障
が
い
者
の
た
め
の

福
祉
法
律
相
談
】

　
成
年
後
見
制
度
、
相
続
、
遺
言
、

贈
与
、
財
産
分
与
等
の
相
談
を
弁

護
士
が
お
受
け
し
ま
す
。

対
市
内
在
住
の
高
齢
者
、
障
が
い

者
ま
た
は
そ
の
親
族
や
関
係
者

※
同
一
相
談
者
の
同
内
容
相
談
は

１
回
の
み
で
す
。

日
１
月
　
日
、
２
月
　
日
、
３
月

１６

２０

　
日
、
い
ず
れ
も
水
曜
日
午
後
２

２７時
～
４
時
（
１
件
　
分
程
度
）

５０

場
町
田
市
民
フ
ォ
ー
ラ
ム

◇

申
氏
名
・
電
話
番
号
を
明
示
し
、

電
話
ま
た
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
町
田
市
社

会
福
祉
協
議
会
福
祉
サ
ポ
ー
ト
ま

ち
だ
（
辺辺
７
２
０
・
９
４
６
１
返

７
２
５
・
１
２
８
４
）
へ
。

問
福
祉
総
務
課
辺辺
７
２
４
・
２
５

３
７
返
０
５
０
・
３
１
０
１
・
０

９
２
８

対
市
内
在
住
の
１
９
９
２
年
４
月

２
日
～
１
９
９
３
年
４
月
１
日
生

ま
れ
の
方

期
間
１
月
５
日
（
土
）
～
　
日
３１

（
木
）
の
図
書
館
開
館
日

申
申
込
書
を
直
接
各
市
立
図
書
館

カ
ウ
ン
タ
ー
へ
（
申
し
込
み
は
本

人
に
限
る
）。

※
提
出
後
、
後
日
取
り
に
来
て
い

た
だ
く
か
郵
送
と
な
り
ま
す
。

家 寡加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加

家
寡

加
加
加
加
加
加
加
加
加
加
加
加
加
加
加
加
加
加
加
加
加
加
加
加
加
加
加
加
加
加
加
加
加

　
 フ
ジ
テ
レ
ビ
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー

・
笠
井
信
輔
氏
が
司
会
を
務
め
、

歌
や
踊
り
、
成
人
式
実
行
委
員
が

作
成
し
た
映
像
の
上
映
等
を
行
い

ま
す
。
お
知
ら
せ
が
届
い
て
い
な

く
て
も
出
席
で
き
ま
す
。

※
直
接
会
場
へ
お
い
で
下
さ
い
。

対
市
内
在
住
の
１
９
９
２
年
４
月

２
日
～
１
９
９
３
年
４
月
１
日
生

ま
れ
の
方

日
１
月
　
日
（
祝
）
午
後
０
時
　

１４

３０

分
開
場
、
式
典
＝
午
後
１
時
～
２

時
　
分
（
予
定
）

３０

場
総
合
体
育
館

※
ス
テ
ー
ジ
に
は
手
話
通
訳
と
要

約
筆
記
が
つ
き
ま
す
。

問
文
化
振
興
課
（
二
十
祭
ま
ち
だ

実
行
委
員
会
事
務
局
）
辺辺
７
２
４

・
２
１
８
４
返
０
５
０
・
３
０
８

５
・
６
５
５
４

（
３
ペ
ー
ジ
ま
で
）を
プ
レ
ゼ
ン
ト

（
３
ペ
ー
ジ
ま
で
）を
プ
レ
ゼ
ン
ト

（
３
ペ
ー
ジ
ま
で
）を
プ
レ
ゼ
ン
ト

お
誕
生
日
の
新
聞
コ
ピ
ー

お
誕
生
日
の
新
聞
コ
ピ
ー

お
誕
生
日
の
新
聞
コ
ピ
ー

階
）

※
所
得
税
の
確
定
申
告
は
「
ぽ
っ

ぽ
町
田
」
で
受
け
付
け
て
い
ま

す
。
ご
注
意
下
さ
い
。

問
市
民
税
・
都
民
税
の
申
告
に
つ

い
て
＝
市
民
税
課
辺辺
７
２
４
・
２

１
１
７
、
２
１
１
４
返
０
５
０
・

３
０
８
５
・
６
０
８
４
、
確
定
申

告
に
つ
い
て
＝
町
田
税
務
署
辺辺
７

２
８
・
７
２
１
１

　
市
民
税
・
都
民
税
の
申
告
受
付

が
２
月
１
日
か
ら
始
ま
り
ま
す

（
昨
年
ま
で
は
２
月
　
日
か
ら
）。

１６

日
①
２
月
１
日
～
３
月
　
日
の
平

１５

日
②
２
月
　
日
、
３
月
３
日
の
日

２４

曜
日
、
①
②
と
も
午
前
９
時
～
午

後
４
時

場
①
イ
ベ
ン
ト
ス
タ
ジ
オ
（
市
役

所
本
庁
舎
１
階
）
②
ワ
ン
ス
ト
ッ

プ
ロ
ビ
ー（
市
役
所
本
庁
舎
１

市
民
税
・
都
民
税
の
申
告

市
民
税
・
都
民
税
の
申
告

市
民
税
・
都
民
税
の
申
告

２
月
１
日
か
ら

受
け
付
け
ま
す

２
月
１
日
か
ら

受
け
付
け
ま
す

２
月
１
日
か
ら

受
け
付
け
ま
す

家
寡

加
加
加
加
加
加
加
加
加
加
加
加
加
加
加
加
加
加
加
加
加
加

家 寡加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加

家
寡

加
加
加
加
加
加
加
加
加
加
加
加
加
加
加
加
加
加
加
加
加
加
加
加
加
加
加
加
加
加
加
加
加

問
中
央
図
書
館
辺辺
７
２
８
・
８
２

２
０
返
７
２
９
・
６
１
６
０

　東京都で２０１１年１０月に施行された東京都暴力団排除条例を受け、町田市でも、暴
力団排除に関する条例を定め、暴力団排除に取り組む姿勢を明確にしていきます。

パブリック
コメント
概　要

皆さんのご意見をお寄せ下さい
町田市暴力団排除条例（案）

問防災安全課
辺辺７２４・３２５４ 
返０５０・３０８５・６５１９

町
田
市

成
人
式

町
田
市

成
人
式

町
田
市

成
人
式
二
十
祭
ま
ち
だ

二
十
祭
ま
ち
だ

二
十
祭
ま
ち
だ
を
開
催

を
開
催

を
開
催

許
し
ま
せ
ん

暴
力
団
に
よ
る
不
当
要
求
不
当
要
求
を
受
け
た
際
は
、
毅
然
と
し
た
態
度
で
断
る
と
と
も
に
、

　
町
田
ゆ
か
り
の
著
名
人
に
よ

る
小
冊
子「
は
た
ち
に
贈
る
こ

の
一
冊
」を
配
布
し
て
い
ま
す
。

家 寡加加加加加加加加加加加加加加加加加防
災
安
全
課
辺辺
７
２
４
・
３
２
５
４
返
０
５
０
・
３
０
８
５
・
６
５
１
９
、
町
田

警
察
署
辺辺
７
２
２
・
０
１
１
０
、
南
大
沢
警
察
署
辺辺
０
４
２
・
６
５
３
・
０
１
１

談先

ご意見の提出方法

〈資料の閲覧・配布〉
　資料は町田市ホームページ
に掲載しています。また、防
災安全課のほか、次の窓口で
資料の閲覧及び配布を行いま
す。
○配布場所　防災安全課（市
役所本庁舎３階）、市民相談室
（市役所本庁舎１階）、各市民
センター、木曽山崎・玉川学
園文化の各センター、町田・
南町田・鶴川の各駅前連絡所、
各市立図書館、町田市民文学
館、男女平等推進センター（町

田市民フォーラム３階）、生涯
学習センター（町田センター
ビル６階）
〈意見の提出方法〉
　郵送、ＦＡＸ、Ｅメール、
または防災安全課ほか資料を
配布している左記窓口へ直接
提出して下さい。郵便の場合
は配布資料に添付している専
用封筒（料金受取人払郵便）
をご利用いただけます。
○提出先　防災安全課（〒１９４
－８５２０、森野２－２－２２、辺辺
７２４・３２５４返０５０・３０８５・６５１９

遍mcity１１００@city. machida.
tokyo.jp）

 注意事項 
　書式は自由ですが、住所、
氏名、連絡先、案件名を明記
して下さい／電話、窓口での
口頭によるご意見はお受けで
きません／ご意見への個別の
回答は行いません／公序良俗
に反するもの、特定の団体・
個人等に対する誹謗中傷が含
まれるものは無効とします／
寄せられたご意見の概要及び
市の考え方は、個人情報を除
き、３月上旬に公表します。

募集期間　１月４日（金）～３１日（木）

〈目的〉
　市民の安全で安心な生活を確保するた
め、暴力団排除活動に関する方針、措置、
規制等を定める

〈内容〉
○市の事務事業からの暴力団の排除
○市全域における暴力団事務所新設の禁止
○青少年に対する教育　等

町田市暴力団排除条例（案）の概要


